
2026/05/22 18:46:52 / 25303685_株式会社三洋堂ホールディングス_招集通知_電子提供措置用

株主各位

(証券コード　３０５８)
（発送日）2026年６月５日

（電子提供措置の開始日）2026年５月29日

株 主 各 位
名 古 屋 市 瑞 穂 区 新 開 町 1 8 番 2 2 号

株式会社三洋堂ホールディングス
代表取締役 加 藤 和 裕

当社ウェブサイト

　https://ir.sanyodo.co.jp/ir/meeting.html

株主総会資料 掲載ウェブサイト

　https://d.sokai.jp/3058/teiji/

株主の皆様へのお願い

当日のご出席に代えて、インターネット又は書面によって議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決
権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

第49回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社第49回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申

しあげます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提

供措置事項）について電子提供措置をとっており、以下のインターネット上の各
ウェブサイトに「第49回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますの
で、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い
申しあげます。

［インターネットによる議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスし

ていただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された
「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたが
って、2026年６月22日（月曜日）午後５時30分までに、議案に対する賛否をご入
力ください。
［書面による議決権行使の場合］
本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご

表示いただき、2026年６月22日（月曜日）午後５時30分までに到着するようご返
送ください。

敬　具
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株主各位

１．日 時 2026年６月23日（火曜日）午前10時
（受付開始：午前９時15分）

２．場 所 名古屋市瑞穂区新開町18番22号
三洋堂書店新開橋店　５階　大会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第49期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報
告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件

２. 第49期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書
類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役７名選任の件
第２号議案 監査役２名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

４．議決権行使の取扱いに関する事項
(１)書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対

する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱
いいたします。

(２)インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後
に行使された内容を有効とさせていただきます。

(３)書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、イン
ターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

     

記

以上

１. 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集通知とあわせてお送りする議決権行
使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、
軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、ご了承賜りますよう
お願い申しあげます。

２. 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面を
あわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び定款第18条第２項の規
定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
①事業報告の「主要な営業所（2026年３月31日現在）」「会社役員に関す
る事項の「責任限定契約の内容の概要」「役員等賠償責任保険契約の内
容の概要等」」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体
制の決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要」

②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
④監査報告の「計算書類に係る会計監査報告」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算
書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際し
て監査をした対象書類の一部であります。
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株主各位

＜『スマート行使』について＞

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙をご覧いただき『スマ
ート行使』をお願いいたします。

【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先】

株主名簿管理人　三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート
電話番号　0120-652-031（フリーダイヤル）
受付時間　9：00～21：00

＜決議通知について＞

本定時株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に
代えて、当社ウェブサイト(https://ir.sanyodo.co.jp/)に掲載いたしますの
で、あらかじめご了承賜りますようお願い申しあげます。

＜株主総会お土産配布の中止について＞

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。あらかじ
め、株主の皆様にはご了承賜りたくお願い申しあげます。

＜株主総会会場でのサポートについて＞

株主総会にご出席の株主様で、サポートが必要な株主様は、会場スタッフに
お声掛けください。

３. 当期の剰余金の配当について
　当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって
剰余金の配当等を行う旨を当社の定款に定めています。
　当連結会計年度におきましては、既存部門の減収をトレカや駿河屋、プラ
モデルなどの成長商材・成長フォーマットの売上伸長により補い、当社グル
ープ全体では増収となりました。一方で、既存事業の市場縮小や人件費の高
騰が続く状況を踏まえ、当期の配当につきましては、成長事業の拡大や無人
営業などによる生産性向上のための設備投資資金の確保を優先することが長
期的な株主利益に資するとの判断から、無配を継続することといたしまし
た。

４. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、1頁記載のインターネット上の当
社ウェブサイト等にその旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただき
ます。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況

（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、雇用や所得環境の改善が進む一

方で、地政学的リスクの長期化、国際情勢の変化、為替変動、金利・物価

の上昇などの影響により、依然として先行き不透明な状況が続いておりま

す。

当社グループを取り巻く事業環境は、動画や音楽配信、スマートフォン

等による時間消費の多様化の影響を受ける一方で、物価上昇に伴う生活防

衛意識の定着や循環型社会への関心の高まりを背景に、リユース市場は堅

調に推移しております。このような経営環境のもと、当社グループは新本

と古本を併売するハイブリッド型書店を核として、顧客ニーズにあわせて

様々な販売・サービス部門を展開するとともに、スマート無人営業やスマ

ートフォン活用サービスを提供する「スマート・ブックバラエティスト

ア」業態の展開を進めております。

当連結会計年度においては、３月に駿河屋及びトレカ館からなる四日市

店（三重県四日市市）を開店する一方で２店舗を閉店したことから、当連

結会計年度末時点での店舗数は、67店舗２校となりました。

また、７月に中古ホビーを扱う駿河屋津白塚店（三重県津市）をオープ

ンし、これらの出店により、駿河屋導入店舗は７店舗、トレカ館導入店舗

は26店舗となりました。プラモデル売場については新たに10店舗に導入

し、プラモデル導入店舗は45店舗となりました。

オペレーション面では、顔認証入店による「スマート無人営業」の導入

を推進しました。「スマート無人営業」を含む２４時間営業を２店舗で、

自動閉店や自動開店による営業時間延長を16店舗で開始し、スマート無人

営業店舗は32店舗となりました。また、スマート無人営業導入店24店舗に

て、有人営業時間の一部を無人営業時間に置き換えました。

主要な部門の売上高は、書店部門85億78百万円、トレカ部門25億76百万

円、文具・雑貨・食品部門17億73百万円、駿河屋部門11億28百万円、古本

部門５億10百万円、セルＡＶ部門４億66百万円、ＴＶゲーム部門３億89百

万円、レンタル部門７億31百万円、新規事業部門７億29百万円、サービス

販売部門３億62百万円となりました。

増収部門としては、トレカ部門が26.6％増、文具・雑貨・食品部門が
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況

店　名

中古ホビー事業 駿河屋四日市店、駿河屋津白塚店、他４店舗

トレカ館 四日市店、他４店舗

スマート無人営業 新規導入18店舗、他４店舗

改装 １店舗

既存店舗の用地取得 １店舗

情報システム 本部

15.4％増、駿河屋部門が80.7％増、ＴＶゲーム部門が2.8％増、新規事業

部門が8.9％増、サービス販売部門が10.4％増となりました。

減収部門としては、書店部門が5.7％減、古本部門が3.9％減、セルＡＶ

部門が18.6％減、レンタル部門が11.0％減となりました。

なお、当連結会計年度より、従来「新規事業部門」に含めておりました

駿河屋売上について、業績の管理区分をより明確にするため、「駿河屋部

門」として独立表示しており、当連結会計年度の比較及び分析は、変更後

の区分に基づいております。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高172億49百万円（前連結

会計年度比3.9％増）、営業利益２億68百万円（同117.2％増）、経常利益

２億79百万円（同65.8％増）となり、投資有価証券売却益１億82百万円を

計上したことや、一部の店舗で減損損失50百万円を計上したことなどによ

り、親会社株主に帰属する当期純利益は３億40百万円（同91.4％増）とな

りました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は、２億94百万円で

あります。その主なものは、下記のとおり中古ホビー事業６店舗、トレカ

館５店舗、スマート無人営業、既存店の改装、既存店舗の用地取得及び情

報システムの投資に伴う設備投資２億52百万円であります。
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当事業年度の事業の状況、直前３事業年度の財産および損益の状況、重要な親会社および子会社の状況

③ 資金調達の状況

当連結会計年度においては、設備投資資金として金融機関より長期借入

金６億円の調達を実施いたしました。

区 分
第 46 期

(2023年3月期)
第 47 期

(2024年3月期)
第 48 期

(2025年3月期)

第 49 期
(当連結会計年度)
(2026年3月期)

売 上 高(百万円) 17,798 17,297 16,605 17,249

経 常 利 益 又 は
経常損失（△）

(百万円) △217 136 168 279

親会社株主に帰属す
る当期純利益又は親
会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 ( △ )

(百万円) △496 △46 177 340

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損 失 ( △ )

(円) △68.21 △6.38 24.41 46.74

総 資 産(百万円) 12,979 12,485 12,410 12,575

純 資 産(百万円) 2,604 2,619 2,820 3,044

１株当たり純資産額 (円) 357.66 359.60 387.26 417.79

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

会　社　名 資　本　金
当　社　の

議決権比率
事　業　内　容

株式会社三洋堂書店 10,000千円 99.0％ 書籍、雑誌等販売事業

株式会社三洋堂プログレ 10,000千円 97.5％ ビュッフェ事業

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
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対処すべき課題、主要な事業内容

(4) 対処すべき課題

当社グループは「ほんとのであいのおてつだい」をミッションとして、持

続的な成長を実現するために、以下の項目に取り組んでまいります。

①成長商材・フォーマットの拡大と新商材・フォーマットの開発

トレカや駿河屋、プラモデルなどの成長商材・フォーマットについては、

引き続き投資を拡大するとともに、新商材・フォーマットの研究開発を進め

てまいります。

②リユース事業の強化

リユース事業では、適正な買取価格により仕入力を強化するとともに、適

正な売価設定により収益性を確保しつつ販売力の向上を進めてまいります。

また、当社のリユース事業に対する認知度の低さを課題と捉え、情報発信に

も注力してまいります。

③スマートサービスの拡大

スマート無人営業の拡大を進めるとともに、スマートフォンを活用して商

品の注文や受取ができるセルフ受取、セルフ取置、宅配ネット決済等の認知

度向上を進めてまいります。

④コスト構造及び利益構造の見直し

スマート無人営業導入店舗では、売上を維持しつつ人件費を抑えるため、

有人時間帯の見直しに取り組みます。あわせて、ロス対策を始めとする粗利

益率改善策に取り組んでまいります。

⑤人材の確保と育成

当社グループが将来にわたり継続して企業価値を拡大していくため、人材

確保・育成、多様な働き手を支援する環境整備を進めてまいります。さら

に、成長を続ける新規事業に対応するために、人事制度、資格制度の再構築

を進めてまいります。

(5) 主要な事業内容（2026年３月31日現在）

当社グループは、小売サービス事業を主たる事業としており、本、トレ

カ、文具・雑貨・菓子、映像・音楽ソフト、ホビー、ゲームソフト等の新品

販売、及び本、トレカ、ホビー、ゲームソフト等のリユース、並びに映像・

音楽ソフト・コミックのレンタルに加えてビュッフェ事業、フィットネス事

業、教育事業、飲料及び玩具の自動販売機設置、不動産賃貸等を行っており

ます。

なお、当社グループは、小売サービス事業の単一セグメントであり、セグ

メントごとの記載をしておりません。
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従業員の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

181（625）名 ６（△３）名

従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減

43（14）名 －（△１）名

(6) 従業員の状況（2026年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

（注）１．従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数（１日８時間換算）は（　）内に年間の平

均人員を外数で記載しております。

２．当社グループは小売サービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載

は省略しております。

② 当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数（１日８時間換算）は（　）内に年間の平均人

員を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 843百万円

豊 田 信 用 金 庫 638

株 式 会 社 り そ な 銀 行 271

株 式 会 社 三 十 三 銀 行 230

株 式 会 社 十 六 銀 行 209

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 189

株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 180

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 162

株 式 会 社 あ い ち 銀 行 114

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 19

(7) 主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

（注）当座貸越契約による借入金残高を含んでおります。

(8) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

－ 8 －
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会社の株式に関する事項、会社の新株予約権等に関する事項

(1) 発行可能株式総数 19,200,000株

(2) 発行済株式の総数 7,400,000株（自己株式116,606株含む）

(3) 株主数 6,157名

株 主 名 持 株 数 持株比率

株 ％

株 式 会 社 ト ー ハ ン 2,658,000 36.49

有 限 会 社 日 和 エ ス テ ー ト 1,706,800 23.43

加 藤 和 裕 701,400 9.63

三洋堂ホールディングス取引先持株会 279,700 3.84

豊 田 信 用 金 庫 203,600 2.79

三洋堂ホールディングス従業員持株会 96,232 1.32

加藤憲ホールディングス株式会社 70,000 0.96

朝 倉 潤 真 67,000 0.91

株 式 会 社 ゲ オ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 60,000 0.82

加 藤 正 康 40,200 0.55

２. 会社の株式に関する事項（2026年３月31日現在）

(4) 大株主（上位10名）

（注）１. 当社は、自己株式を116,606株保有しておりますが、上記大株主からは除外しており

ます。

２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

該当事項はありません。

(6) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

３. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 加　藤　和　裕
最高経営責任者兼最高執行役員
株式会社三洋堂書店代表取締役社長
株式会社三洋堂プログレ取締役

取 締 役 副 社 長 亀　割　　　卓 上席執行役員

取 締 役 伊　藤　　　勇 執行役員経営企画室長

取 締 役 加　藤　正　康
執行役員業態開発室長
株式会社三洋堂プログレ代表取締役社長
株式会社三洋堂書店取締役新規事業部長

取 締 役 杉　本　香　織
オーケーズデリカ株式会社代表取締役社長
株式会社菜友代表取締役
株式会社コスモミート代表取締役

取 締 役 下和田　静　香 COCOAS株式会社代表取締役

取 締 役 沓 　 友 紀 子 株式会社トーハン書店事業本部マネジャー

常 勤 監 査 役 福　田　修　一

監 査 役 田　中　由　香 弁護士　弁護士法人テミス綜合法律事務所所属

監 査 役 渡　邉　由美子 株式会社トーハン営業統括部マネジャー

４. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2026年３月31日現在）

（注）１. 取締役杉本香織氏、下和田静香及び沓友紀子氏は、社外取締役であります。

２. 監査役田中由香氏及び渡邉由美子氏は、社外監査役であります。

３. 監査役田中由香氏の戸籍上の氏名は小林由香であります。

４. 当社は、取締役杉本香織氏及び下和田静香氏、並びに監査役田中由香氏を東京証券取

引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等

① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を2021年３月の

取締役会において決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あら

かじめ決議する内容について任意の指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けて

おります。

また、当事業年度に係る取締役の年間の報酬総額及び個人別金額について

は、2025年６月24日の取締役会にて決定しております。取締役会は、当事業

年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び

決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しているこ

とや、任意の指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認してお

り、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりで

す。

－ 10 －
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会社役員に関する事項

区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（名）固定報酬

業績連動
報酬等

ストック・
オプション

取締役
(うち社外取締役)

28,935
(2,400)

27,000
(2,400)

1,935
(－)

－
５

(２)

監査役
(うち社外監査役)

6,600
(1,200)

6,600
(1,200)

－
(－)

－
２

(１)

合計
(うち社外役員)

35,535
(3,600)

33,600
(3,600)

1,935
(－)

－
７

(３)

イ．基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ

として十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締

役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基

本方針とする。

具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬によ

り構成し、監督機能を担う取締役については、その職務に鑑み基本報酬の

みとする。

ロ．取締役の報酬に係る方針

ａ．基本報酬

基本報酬は、当社事業の実績及び見通し、個々の取締役の役付、職務

内容、責任の程度、実績等を総合的に考慮して決定する。

ｂ．業績連動報酬

事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、前事業年度の

EBITDAを評価指標とし、個々の業務執行取締役の役付、職務内容、責任

の程度、実績等を勘案して定めた役職別号俸と評価指標の達成度に応じ

て決定する。

ハ．交付の時期

基本報酬及び業績連動報酬は、年額を12等分し、月例で支払う。

ニ．取締役報酬の決定に関する事項

報酬全体の設計、個々の取締役の役付別等級及び個別の報酬額について

は取締役会から諮問を受けた任意の指名報酬委員会にて審議し、同委員会

による意見を踏まえて取締役会が決定する。

ホ．基本報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個別の報酬の額に対する割

合の決定に関する方針

基本報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個別の報酬の支給割合の決

定方針については、一定の算式に基づき、取締役の役付や役割などに応じ

て、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合とな

るよう決定する。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

－ 11 －
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会社役員に関する事項

（注）１. 取締役の支給人員は、無報酬の取締役２名(うち社外取締役１名)を除いております。

２. 監査役の支給人員は、無報酬の社外監査役１名を除いております。

３. 上記以外に使用人兼務取締役へ当事業年度に支給した使用人分給与及び賞与は16,856

千円であります。

４. 取締役の報酬限度額は、2000年11月24日開催の第23回定時株主総会において年額

300,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数

は、５名です。なお、使用人分給与及びストック・オプション報酬額は含んでおりま

せん。また、別枠で、2009年６月24日開催の第32回定時株主総会においてストック・

オプション報酬額として年額30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総

会終結時点の取締役の員数は、７名です。

５. 監査役の報酬限度額は、2000年11月24日開催の第23回定時株主総会において年額

30,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数

は、３名です。

６．業績連動報酬等に係る業績指標は前事業年度のEBITDAであり、その実績は314,804千

円であります。当該指標を選択した理由は、EBITDAは、設備投資による減価償却費の

増加など短期的な影響を受けず、一過性の特別損益などを除く財務数値であることか

ら、持続的な成長のための業績指標として適切と判断したためであります。当社の業

績連動報酬は、個々の業務執行取締役の役付、職務内容、責任の程度、実績等を勘案

して定めた役職別号俸と評価指標の達成度に応じて決定しております。

７．当事業年度に係る報酬につきましては、ストック・オプションなどの非金銭報酬等は

ありません。

(3) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の業務執行者、社外役員の兼職状況

・社外取締役杉本香織氏は、オーケーズデリカ株式会社、株式会社菜友、

及び株式会社コスモミートの代表取締役でありますが、当社と各兼職先

との間には特別の関係はありません。

・社外取締役下和田静香氏は、COCOAS株式会社の代表取締役であります

が、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・社外取締役沓友紀子氏は、当社の筆頭株主であり、特定関係事業者であ

る株式会社トーハンの書店事業本部に所属しております。当社と株式会

社トーハンとの間には定常的な商取引の関係があります。

・社外監査役田中由香氏は、弁護士法人テミス綜合法律事務所に所属して

おりますが、当社と弁護士法人テミス綜合法律事務所との間には特別の

関係はありません。

・社外監査役渡邉由美子氏は、当社の筆頭株主であり、特定関係事業者で

ある株式会社トーハンの営業統括部に所属しております。当社と株式会

社トーハンとの間には定常的な商取引の関係があります。
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会社役員に関する事項

出席状況、発言状況及び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役　杉　本　香　織 当事業年度に開催された取締役会13回のうち11回に出席いた

しました｡

企業経営者としての経験と知識、特に人的資本の活用や組織

開発に関する高い見識から、経営全般に対する監督と助言を

期待していることから選任しており、当社取締役会におい

て、当該視点から積極的に発言いただくなど、当社の社外取

締役として求められる役割・責務を十分発揮しております。

社外取締役　下和田　静　香 当事業年度に開催された取締役会13回のうち11回に出席いた

しました。

企業経営者としての経験と知識、特にマーケティングや事業

開発に関する高い見識から、経営全般への監督と助言を期待

しており、当社取締役会において、当該視点から積極的に発

言いただくなど、当社の社外取締役として求められる役割・

責務を十分発揮しております。

社外取締役　沓　　　友紀子 当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席いたしまし

た｡

書店業界における経験及び見識から、経営全般に対する監督

と助言を期待していることから選任しており、当社取締役会

において、当該視点から積極的に発言いただくなど活発な審

議に参画いただいており、当社の社外取締役として求められ

る役割・責務を十分発揮しております。

社外監査役　田　中　由　香 当事業年度に開催された取締役会13回全てに、また、監査役

会12回全てに出席いたしました。

弁護士としての専門的な知識と豊富な経験から、取締役会の

意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行

っております。また、監査役会においても適時必要な発言を

行っております。

社外監査役　渡　邉　由美子 当事業年度に開催された取締役会13回全てに、また、監査役

会12回全てに出席いたしました。

書店業界における経験及び見識から、取締役会の意思決定の

妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っておりま

す。また、監査役会においても適時必要な発言を行っており

ます。

② 当事業年度における主な活動状況

－ 13 －
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剰余金の配当等の決定に関する方針

５. 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社グループは、長期的な事業の拡大と経営基盤の確立を目指し、キャッ

シュ・フローを重視したローコスト経営を推進することで収益力の向上に努

めるとともに、今後の事業展開に備えて財務体質の強化を図りながら、株主

の皆様への利益還元を行うことを基本方針としております。

　当社は、会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰

余金の配当を行う旨を定款に定めており、剰余金の配当等の決定機関は、中

間配当、期末配当ともに取締役会であります。

　当連結会計年度におきましては、既存部門の減収をトレカや駿河屋、プラ

モデルなどの成長商材・成長フォーマットの売上伸長により補い、当社グル

ープ全体では増収となりました。一方で、既存事業の市場縮小や人件費の高

騰が続く状況を踏まえ、当期の配当につきましては、成長事業の拡大や無人

営業などによる生産性向上のための設備投資資金の確保を優先することが長

期的な株主利益に資するとの判断から、無配を継続することといたしまし

た。

　内部留保資金につきましては、引き続き事業展開のための設備投資等に活

用してまいります。

　また、次期の配当につきましては、親会社株主に帰属する当期純利益が２

期連続で黒字となったこと、さらに第50期（2027年3月期）も黒字を見込んで

いることから、第50期の配当は１株当たり年間１円とする予定であります。

配当水準につきましては、株主への利益還元を重視する姿勢を示しつつ、既

存事業の市場縮小が継続する厳しい経営環境のもと、資金流出を抑制し、成

長事業の拡大や無人営業等による生産性向上に向けた設備投資資金の確保を

優先することが、長期的な株主利益に資するものと判断したものでありま

す。
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連結貸借対照表

（2026年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

差 入 保 証 金

退職給付に係る資産

そ の 他
　

8,762,435

2,429,486

568,322

5,534,409

230,217

3,812,619

2,655,407

288,993

2,165,958

35,817

164,638

79,987

1,077,224

169,560

882,725

1,487

23,450
　

流 動 負 債 6,463,544

買 掛 金 4,903,484

電 子 記 録 債 務 193,419

短 期 借 入 金 290,000

１年内返済予定の
長 期 借 入 金

582,264

未 払 法 人 税 等 8,225

契 約 負 債 34,400

賞 与 引 当 金 45,636

ポ イ ン ト 引 当 金 6,778

資 産 除 去 債 務 2,544

そ の 他 396,789

固 定 負 債 3,066,931

長 期 借 入 金 1,987,516

退職給付に係る負債 262,213

資 産 除 去 債 務 641,183

繰 延 税 金 負 債 42,379

そ の 他 133,639

負 債 合 計 9,530,475

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,939,635

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 2,441,421

利 益 剰 余 金 498,733

自 己 株 式 △100,520

その他の包括利益累計額 103,264

その他有価証券評価差額金 77,675

退職給付に係る調整累計額 25,589

非 支 配 株 主 持 分 1,680

純 資 産 合 計 3,044,579

資 産 合 計 12,575,055 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,575,055

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

(2025年４月１日から
2026年３月31日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 17,249,386

売 上 原 価 11,606,229

売 上 総 利 益 5,643,156

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,374,608

営 業 利 益 268,548

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,775

受 取 配 当 金 3,758

受 取 賃 貸 料 9,365

受 取 保 険 金 2,303

受 取 弁 済 金 2,582

リ サ イ ク ル 収 入 10,633

そ の 他 19,180 49,600

営 業 外 費 用

支 払 利 息 28,303

解 約 違 約 金 8,400

そ の 他 1,726 38,430

経 常 利 益 279,718

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,516

投 資 有 価 証 券 売 却 益 182,445 183,961

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 71

減 損 損 失 50,919 50,991

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 412,688

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,980

法 人 税 等 調 整 額 61,925 70,905

当 期 純 利 益 341,782

非支配株主に帰属する当期純利益 1,376

親会社株主に帰属する当期純利益 340,406

連 結 損 益 計 算 書
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貸借対照表

（2026年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

前 払 費 用

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

そ の 他
　

1,290,839

1,070,217

9,022

111,000

100,565

33

5,298,218

2,666,316

276,183

12,124

889

5,188

158,216

2,177,895

35,817

79,987

46,478

32,545

963

2,551,914

162,810

6,750

1,527,000

4,297

850,601

456
　

流 動 負 債 929,910

短 期 借 入 金 290,000

1年内返済予定の長期借入金 539,904

未 払 金 46,270

未 払 費 用 14,256

未 払 法 人 税 等 323

賞 与 引 当 金 12,127

資 産 除 去 債 務 2,544

そ の 他 24,483

固 定 負 債 2,794,970

長 期 借 入 金 1,754,586

退 職 給 付 引 当 金 286,314

資 産 除 去 債 務 639,967

繰 延 税 金 負 債 42,379

そ の 他 71,722

負 債 合 計 3,724,881

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,786,501

資 本 金 100,000

資 本 剰 余 金 2,441,173

資 本 準 備 金 1,130,452

その他資本剰余金 1,310,720

利 益 剰 余 金 345,848

その他利益剰余金 345,848

繰越利益剰余金 345,848

自 己 株 式 △100,520

評価・換算差額等 77,675

その他有価証券評価差額金 77,675

純 資 産 合 計 2,864,176

資 産 合 計 6,589,057 負 債 ･ 純 資 産 合 計 6,589,057

貸　借　対　照　表
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損益計算書

（2025年４月１日から
2026年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金　　　　額

営 業 収 益 1,948,345

営 業 費 用 1,845,776

営 業 利 益 102,569

営 業 外 収 益

受 取 利 息 11,920

受 取 配 当 金 3,758

受 取 賃 貸 料 5,364

関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 戻 入 額 46,934

そ の 他 3,511 71,489

営 業 外 費 用

支 払 利 息 24,647

解 約 違 約 金 8,400

そ の 他 113 33,161

経 常 利 益 140,896

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,516

投 資 有 価 証 券 売 却 益 182,445 183,961

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 46

減 損 損 失 46,661 46,707

税 引 前 当 期 純 利 益 278,150

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 977

法 人 税 等 調 整 額 61,925 62,902

当 期 純 利 益 215,247

損　益　計　算　書

－ 18 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2026年５月19日

株式会社三洋堂ホールディングス

取締役会　御中

三優監査法人
名古屋事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 吉 川 雄 城

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 鈴 木 啓 太
　
＜連結計算書類監査＞
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社三洋堂ホールディ
ングスの2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、す
なわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、株式会社三洋堂ホールディングス及び連結子会社から
なる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査にお
ける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に
従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その

他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、そ
の他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれ
ておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通
読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で
得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判
断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告

－ 19 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書
類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の
職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に

不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監
査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連
結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を
実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は
監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行
われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連
結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計
算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連
結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に
関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実
施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任
がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監

査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び
監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

－ 20 －
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連結計算書類に係る会計監査報告

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫
理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考
えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因
を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容
について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規

定により記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 21 －
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、2025年４月1日から2026年３月31日までの第49期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

(２) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思
疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下
の方法で監査を実施しました。

　①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決
裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況
を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監
査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

　②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る
企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規
則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議
の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）
について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定
期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。

　③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人
から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、
計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

監査役会の監査報告

－ 22 －
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監査役会の監査報告

２. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び

取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2026年５月19日

株式会社三洋堂ホールディングス　監査役会

常 勤 監 査 役 福　田　修　一 ㊞

社 外 監 査 役 田　中　由　香 ㊞

社 外 監 査 役 渡　邉　由美子 ㊞
　

－ 23 －
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取締役選任議案（新）

候補者
番 号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　　名

（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

１

か

加

 

　
とう

藤

 

　
かず

和

 

　
ひろ

裕

(1960年７月17日生)

1983年３月 当社入社

当社取締役

1983年４月 当社監査役

(株)ビジネスコンサルタント入社

1987年３月 当社取締役

1987年11月 (有)三洋堂食品

(現(有)日和エステート)設立

同社代表取締役社長(現任）

1996年10月 当社代表取締役副社長

2000年７月 当社代表取締役社長(現任）

2011年６月 当社最高経営責任者兼最高執行役員(現任)

2011年12月 (株)三洋堂プログレ代表取締役社長

701,400株

（重要な兼職の状況）

2012年４月 (株)三洋堂書店代表取締役社長(現任)

2019年４月 (株)三洋堂プログレ取締役(現任)

（取締役候補者とした理由）

当社の代表取締役及び当社子会社の代表取締役を務め、当社の事業を取り巻く環境や

業界について見識を有しており、経営陣としての役割を果たしていることから、引き

続き取締役候補者といたしました。

※
２

わた

渡 
なべ

邉

 

　
ゆ

由 
み

美 
こ

子

(1977年11月19日生)

2000年４月 (株)トーハン入社

2012年４月 同社大阪支店アシスタントマネジャー

2021年３月 同社近畿支社(現東海近畿支社)マネジャー

2022年６月 当社社外監査役（現任） －株

（重要な兼職の状況）

2024年４月 (株)トーハン営業統括部マネジャー(現任)

（取締役候補者とした理由）

当社の筆頭株主である株式会社トーハンにおいて営業統括部マネジャー等を歴任し、

書店業界について見識を有しており、2022年から当社の社外監査役を務め当社のガバ

ナンスの適正化に貢献していることから、株式会社トーハンと2018年８月に締結した

資本業務提携契約に基づき、新たに取締役候補者といたしました。

株主総会参考書類

第１号議案 取締役７名選任の件

取締役全員（７名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、

取締役７名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 24 －
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取締役選任議案（新）

候補者
番 号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　　名

（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

３

か

加

 

　
とう

藤

 

　
まさ

正

 

　
やす

康

(1991年４月14日生)

2014年４月 (株)愛知銀行（現(株)あいち銀行）

入行

2017年12月 当社入社

(有)日和エステート取締役(現任)

2019年６月 当社取締役

2022年６月　当社取締役執行役員業態開発室長（現任）

2023年６月　(株)三洋堂書店取締役

40,200株

（重要な兼職の状況）

2019年４月 (株)三洋堂プログレ代表取締役社長(現任)

2024年４月 (株)三洋堂書店取締役新規事業部長(現任)

（取締役候補者とした理由）

当社子会社の代表取締役を務め、業態開発の責任者として新業態及び新事業導入に関

する実務経験を有しており、当社の業態転換推進の役割を担っていることから、引き

続き取締役候補者といたしました。

４

い

伊

 

　
とう

藤

 

　

 

　

 

　
いさむ

勇

(1964年８月13日生)

1988年２月 当社入社

2007年６月 当社取締役執行役員店舗運営部長

2011年３月 当社取締役執行役員ＡＶ商品部長

2013年３月 当社取締役執行役員人事総務部長

2022年６月 当社取締役執行役員経営企画室長(現任)

16,700株

（取締役候補者とした理由）
運営部門、商品部門、管理部門及び経営企画部門の責任者を歴任し、経営全般におけ
る実務経験を有しており、当社のガバナンス強化に努めていることから、引き続き取
締役候補者といたしました。

５

すぎ

杉

 

　
もと

本

 

　
か

香

 

　
おり

織

(1973年４月６日生)

1997年12月 (株)ＯＫ給食(現オーケーズデリカ(株))入社

2004年４月 同社常務取締役

2013年４月 同社専務取締役

2015年４月 同社代表取締役専務

2018年６月 当社社外取締役(現任) －株

（重要な兼職の状況）

2015年４月 (株)菜友代表取締役(現任)

2015年11月 オーケーズデリカ(株)代表取締役社長(現任)

2021年６月 (株)コスモミート代表取締役(現任)

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

企業経営者としての経験と知識、特に人的資本の活用や組織開発に関する高い見識を

活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただけることを期待

して、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 25 －
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取締役選任議案（新）

候補者
番 号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　　名

（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

６

しも

下 
わ

和 
だ

田　
しず

静 
か

香

(1988年11月17日生)

2008年７月 (株)Twinkle代表取締役

2014年８月 (株)T4Uネットワークス名古屋支社長

2021年６月 当社社外取締役（現任） －株

（重要な兼職の状況）

2015年７月 (株)REBIUS（現COCOAS(株)）代表取締役(現任)

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）

企業経営者としての経験と知識、特にマーケティングや事業開発に関する高い見識を

活かし、独立した立場から、経営全般への監督と有効な助言をいただけることを期待

して、引き続き取締役候補者といたしました。

７

くつ

沓

 

　

 

　

 

　
ゆ

友
き

紀
こ

子

(1979年12月12日生)

2002年４月 (株)トーハン入社

2021年10月 同社グループ書店事業部マネジャー

2023年６月　当社社外取締役（現任） －株

（重要な兼職の状況）

2026年４月 (株)トーハン関連事業本部マネジャー(現任)

（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）
当社の筆頭株主である株式会社トーハンの関連事業本部に所属し業界事情に通じてい
ること、また同社と2018年８月に締結した資本業務提携契約に基づき、経営全般への
監督と有効な助言をいただけることを期待して、引き続き取締役候補者といたしまし
た。なお、同氏は社外役員以外の形で会社経営に関与した経験はありませんが、上記
の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（注）１. ※印は、新任の取締役候補者であります。
２. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
３．杉本香織氏、下和田静香氏及び沓友紀子氏は、社外取締役候補者であります。
４. 沓友紀子氏は、特定関係事業者である株式会社トーハンの使用人であります。
５. 沓友紀子氏は、当社の特定関係事業者である株式会社トーハンより過去２年間に使用

人としての給与等を受けており、今後も受ける予定であります。
６. 当社は、杉本香織氏及び下和田静香氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし

て届け出ており、両氏が原案どおり再任された場合、両氏を引き続き独立役員とする
予定であります。

７. 当社は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるように、杉本香織氏、
下和田静香氏及び沓友紀子氏との間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423
条第１項の責任を、法令が定める金額を限度額とする契約を締結しており、各氏が再
任された際には、各氏との間で同契約を継続する予定であります。

８. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険
契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の株主代表訴訟、会社訴訟、第三者
訴訟等により負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等の損害を当該保険契約
によって填補することとしております（ただし、被保険者による犯罪行為等に起因す
る損害等については除く）。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険
契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での
更新を予定しております。

９. 杉本香織氏、下和田静香氏及び沓友紀子氏は、現在、当社の社外取締役であります
が、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって杉本香織氏が８年、下
和田静香氏が５年、沓友紀子氏が３年であります。

10. 所有する当社の株式数には、三洋堂ホールディングス役員持株会における持株数は含
まれておりません。

－ 26 －
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監査役選任議案

候補者
番 号

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

１

た

田

 

　
なか

中

 

　
ゆ

由

 

　
か

香
(1979年９月４日生)

2009年12月　弁護士登録（愛知県弁護士会）

2009年12月　すずらん法律会計事務所入所

2015年４月　京都大学大学院法学研究科非常勤講師

2022年６月　当社社外監査役(現任) －株

（重要な兼職の状況）

2016年５月　テミス綜合法律事務所（現弁護士法人テ

ミス綜合法律事務所）入所（現任）

※
２

おく

奥

 

 
むら

村

 

　
か

加

 

 
よ

代

 

 
こ

子
(1972年１月３日生)

1992年４月　(株)トーハン入社

2013年４月　同社九州支社総括担当役員付販売企画

グループアシスタントマネジャー

2016年４月　同社同グループマネジャー

2026年４月　同社営業統括部マネジャー(現任)

－株

第２号議案 監査役２名選任の件

監査役田中由香氏および渡邉由美子氏は、本総会の終結の時をもって任期満了

となります。つきましては、監査役２名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．※印は、新任の監査役候補者であります。

２．各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。

３．田中由香氏および奥村加代子氏は、社外監査役候補者であります。

４．田中由香氏を社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての専門的な知識と豊富な

経験を有していることから、当社のコンプライアンスと企業統治の健全な発展のため

の質の高い監査を期待できるものと考え、選任をお願いするものであります。なお、

同氏は会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役として

職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

５．奥村加代子氏は、特定関係事業者である株式会社トーハンの使用人であります。

６．奥村加代子氏は、当社の特定関係事業者である株式会社トーハンより過去２年間に使

用人としての給与等を受けており、今後も受ける予定であります。

７．奥村加代子氏を社外監査役候補者とした理由は、書籍取次会社である株式会社トーハ

ンの営業統括部に所属し、業界事情に通じていることから、その知識と経験を当社の

監査体制の強化に活かしていただけるものと考え、選任をお願いするものでありま

す。なお、同氏は会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外監

査役として職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

８．候補者田中由香氏の戸籍上の氏名は小林由香であります。

９．当社は、田中由香氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、

同氏が原案どおり再任された場合、同氏を引き続き独立役員とする予定であります。

10．当社は、社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、田中由香氏と

の間で会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任を、法令が定め

る金額を限度額とする契約を締結しており、同氏が再任された際には、同氏との間で

同契約を継続する予定であります。また、奥村加代子氏の選任が承認された場合に

－ 27 －
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監査役選任議案

は、同氏と同様の契約を締結する予定であります。

11. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の株主代表訴訟、会社訴訟、第三者

訴訟等により負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等の損害を当該保険契約

によって填補することとしております（ただし、被保険者による犯罪行為等に起因す

る損害等については除く）。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険

契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での

更新を予定しております。

12. 田中由香氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間

は、本総会終結の時をもって４年であります。

－ 28 －
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補欠監査役選任議案

ふ　　　り　　　が　　　な

氏　　　　　　名

（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 数

かね

包

 

　
はら

原

 

　
ゆ

由

 

　
か

華

(1967年７月６日生)

1991年２月　当社入社

2004年７月　当社各務原店長

2006年４月　当社店舗運営部西濃エリアマネジャー

2010年４月　当社総務部経理グループ専門職

2019年９月　当社総務部経理グループマネジャー

2020年４月　当社人事総務部経理グループマネジャー

2022年６月　当社管理部経理グループマネジャー(現任)

2,300株

第３号議案 補欠監査役１名選任の件

2022年６月21日開催の第45回定時株主総会において補欠監査役に選任された包

原由華氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定

める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役１名の選任を

お願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険

契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の株主代表訴訟、会社訴訟、第三者

訴訟等により負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等の損害を当該保険契約

によって填補することとしております（ただし、被保険者による犯罪行為等に起因す

る損害等については除く）。包原由華氏が監査役に就任した場合には、当該保険契約

の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新

を予定しております。

以上
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会場：名古屋市瑞穂区新開町18番22号 三洋堂書店新開橋店 ５階 大会議室
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